
１．配偶者と子が相続人の場合

２．配偶者と子（認知された被嫡出子あり）が相続人の場合

３．配偶者と直系尊属が相続人の場合

４．配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

５．配偶者と兄弟姉妹（父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹あり）が相続人の場合
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法定相続の具体例（昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合）
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